
平成22年12月28日（火曜日）  　号外第1号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2010年
 

－１－

秋田県公報
■　目　次　■

　　　条　例
　○秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例（５７・人事課）……………………………………………………３
　○秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金条例の一部を改正する条例（５８・長寿社会課）………………５
　○秋田県子宮頸

けい

がん等予防接種臨時対策基金条例（５９・健康推進課）………………………………………………５
　○秋田県農林漁業振興臨時対策基金条例（６０・農林政策課）…………………………………………………………６
　○一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（６１
　　・教育庁総務課）……………………………………………………………………………………………………………７
　○秋田県認定こども園の認定の基準に関する条例の一部を改正する条例（６２・幼保推進課）……………………７

◇秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例（秋田県条例第57号）
１　秋田県総合県税事務所を設置することとし、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定めることとした。（第２
条関係）

２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。
　⑵　合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例（昭和27年秋田県
条例第41号）ほか７条例について所要の規定の整理を行うこととした。

　⑶　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第58号）
１　次に掲げる設備の整備の促進に係る臨時の事業を秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金の対象事業に加え
ることとした。（第１条関係）
　⑴　認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設備
　⑵　特別養護老人ホーム又は老人保健施設で、その定員が29人以下のものにおけるスプリンクラー設備
　⑶　認知症高齢者グループホームにおける自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県子宮頸
けい

がん等予防接種臨時対策基金条例（秋田県条例第59号）
１　子宮頸

けい

がん並びにヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型及び肺炎球菌による感染症の発生及びまん延を予防するた
め、市町村が行うこれらの疾病の予防接種に係る臨時の事業に充てる資金として、秋田県子宮頸

けい

がん等予防接種臨時
対策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成24年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県農林漁業振興臨時対策基金条例（秋田県条例第60号）
１　農林漁業者の経営の安定及びその基盤の強化を図り、もって農林漁業の振興に寄与するため、これらの者の所得の
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確保並びに農林漁業に関する担い手の育成及び確保、生産の基盤の整備、販売の促進等に係る臨時の事業に充てる資
金として、秋田県農林漁業振興臨時対策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成28年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第
61号）
１　一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年秋田県条例第22号）の一部改正（第１条による改正）
　　義務教育等教員特別手当の月額の支給限度額を8,000円（現行11,700円）に引き下げることとした。（第23条の３の
４関係）
２　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和28年秋田県条例第59号）の一部改正（第２条による改正）
　　義務教育等教員特別手当の月額の支給限度額を8,000円（現行11,700円）に引き下げることとした。（第24条の２関
係）
３　施行期日
　　この条例は、平成23年１月１日から施行することとした。

◇秋田県認定こども園の認定の基準に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第62号）
１　満３歳以上の子どもに限りその調理室で調理された食事以外の食事を提供することができる幼保連携施設等に一定
の要件を満たす保育所を加えることとした。（第４条関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 秋 田 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 秋 田 県 小 規 模 介 護 施 設 等 整 備 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 子 宮 頸
け い

が ん 等 予 防 接 種 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 四　 秋 田 県 農 林 漁 業 振 興 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 五　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 二 年 十 二 月 二 十 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久　
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